
 

多 度 津 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

 令和３年４月２０日午前９時００分より午前１０時００分、多度津町農業委員会の

会議を多度津町総合福祉センター３階講習室において開催する。 

 その状況は次のとおり 

 

 

議案第１号   農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議案第２号   農地法第５条の規定による許可申請について 

 

議案第３号   農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請につい

て 

 

議案第４号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集 

積計画の決定について 

 

報告      その他 

 

 

 

 



出 席 状 況 

出 席 委 員 

 農業委員（１４名） 

議  長      大 西 和 芳 

職務代理者（２番）      土 田 敏 雄 

職務代理者（３番）      山 﨑 義 行 

４番委員      三 野 敏 彦 

５番委員      横 關 幹 夫 

６番委員      斯 波 明 美 

７番委員      矢 野 和 幸 

８番委員      中 村  稔 

９番委員      秋 山 義 充 

１０番委員      伊 達 和 博 

１１番委員      山 崎 賢 三 

１２番委員      篠 原 壽 雄 

１３番委員      西 山 正 美 

１４番委員      細 川 清 二 

 

 農地利用最適化推進委員（７名） 

１番委員      堀 家  徹 

２番委員      眞 鍋 憲 明 

３番委員      中 北 一 郎 

４番委員      大 谷 泰 則 

５番委員      山    地         文 

７番委員      村 井 文 数 

８番委員      宮 武 良 充 

 

欠 席 委 員 

農業委員（０名） 

 

農地利用最適化推進委員（１名） ６番委員  池 田 一 普 

 

農業委員会事務局職員 

         事務局長  海田 康弘 

                  農地係長  吉田 清司 

         主任主事  中西 祐太 



 

審  議  内  容 

 

事務局長    おはようございます。 

 定例会の審議に先立ちまして、人事異動に伴うご挨拶を申し上げま

す。 

 人事異動により、前任の亀山より事務局長を引継ぎすることとなり

ました海田でございます。農業委員会の業務に携わるのは初めてのこ

とですので、皆様にはご迷惑をおかけすることもあると思いますが、

よろしくお願いいたします。 

 また、前任の亀山につきましては、高齢者保険課の課長補佐に異動

となりましたこと、ご報告させていただきます。 

 なお、本来ならば、亀山より退任のお礼を申し上げるところでござ

いますが、業務の都合が合わないこと、ご容赦いただきたく存じま

す。皆様方には在任中大変お世話になりましたこと、亀山に代わりお

礼申し上げます。 

 それでは、ただいまより令和３年４月の多度津町農業委員会定例会

を開催いたします。 

 初めに、大西会長よりご挨拶を申し上げます。 

会長             （挨 拶） 

事務局長    ありがとうございました。 

 着座で失礼します。 

 続きまして、本日の出欠状況についてですが、池田推進委員さんが

所用のため欠席との連絡がありましたので、ご報告させていただきま

す。 

 本日は農業委員１４名中１４名が出席していますので、多度津町農

業委員会会議規則第６条の規定にあります委員の過半数に達していま

すので、本会が成立していることをご報告いたします。 

 続きまして、議長の選出についてですが、多度津町農業委員会会議

規則第４条に、会長は議長となり議事を整理することになっています

ので、大西会長にお願いしたいと思います。 

議長      それでは、議事を始めたいと思います。 

 まず最初に、本日の署名委員を決めさせていただきたいと思いま

す。 

 １２番の篠原委員さん、それから１３番の西山委員さん、よろしく

お願いします。 



 

 続きまして、昨日の小委員会の報告を、これも篠原委員さんのほう

からよろしくお願いいたします。 

１２番委員   昨日の小委員会の報告ですが、議案は１から４議案までありまし

た。１号議案は１か所、２号議案は２か所、３号議案が１か所の合計

４か所について現場の確認をしてまいりました。 

 その中で、１号議案についてですが、四角い田んぼで、西側との田

んぼの境目に農道が図面上あると思われますが、実際現場を見てみま

すとコンクリートの境があり、農道が確認できなかったということが

現地で分かりました。この場所は地籍調査も既に済んでいるそうで、

そういうことからこの確認を事務局に委ねてありますので、また報告

もよろしくお願いします。 

 また、２号議案について、申請地の地番のほうが●●●番の●と●

●●番の●となっております。ちなみに●●●番の●ですが、確認し

たところ、東側に水路を挟んで町道が整備されております。その中に

分筆されたものと思われます。 

 その後、その他の議案等について協議いたしましたが、昨日は特に

問題がなかったということで終えております。この後、皆さん方のご

審議のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま●●委員さんのほうからご報告がありましたけども、分か

らなかったというか調査が必要なところというのは、後で議案の中で

ご説明をしていただくということになっておりますので、ご理解いた

だきたいと思いまして、ただいまのご報告についてのご意見、ご質問

等ございましたらよろしくお願いします。 

 特にございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようでしたら、早速議案のほうに入らせていただきたいと思い

ます。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局

より説明をよろしくお願いします。 

事務局     議案第１号をご覧ください。 

    【議案第１号１番について 議案書を基に朗読】 

 なお、補足といたしまして、●●委員による小委員会の報告の中に

ありました公図上の農道の件についてご説明します。 



 

 本申請農地の西側にある農地との間に、公図上では農道の表示があ

りますが、現況は畦畔ブロックしかなく、農道がどちらかの農地に取

り込まれております。これについて、現地ではどちらの農地に取り込

まれているかについて確認ができませんでしたので、昨日の小委員会

後、地籍調査の担当に確認したところ、今回申請地に取り込まれてお

るとのことでした。 

 なお、この件について譲受人は把握しているとのことでしたが、申

請代理人の行政書士を通じて再度譲受人に説明をするよう指導してお

ります。 

 以上、１件の申請につきましては周辺の農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障は生じないと考えます。また、取得後の全

ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、通作距離も近く、問

題がないこと、農業委員会が定める下限面積の３，０００平米も取得

する農地を含めて超えていることから、農地法第３条第２項各号の不

許可には該当せず、許可要件を全て満たしていると考えます。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいまの議案第１号の説明について、何かご意見、ご質問があれ

ばよろしくお願いします。 

９番委員    分かりにくかったのですが、申請農地のほうに農道が入っているの

ですか。 

事務局     そうです。今回申請農地とその隣に田があり、公図上は間に農道の

表示がありますが、現状はコンクリートの畦畔ブロックしかなく、農

道がどちらかに取り込まれているという状況でした。現場の地籍調査

は完了しておりますが、隣に町道がありまして、その町道の工事の関

係でプレートを打っていない状態でした。その農道がどちらに取り込

まれているかについて現場では確認ができなかったので、地籍調査の

担当者に確認したところ、今回購入する田のほうに農道が含まれてい

たということで確認が取れました。 

９番委員    農道を取り込んでトラクターで使い込んでいるわけですね。地籍の

担当者はそれで問題ないというのですか。 

事務局     地籍は現況で認定するので、現状はその田が取り込んでいるという

ことで認定をしました。ただ、農道がある部分については、後で復元

してプレートを打つことになります。その農地を宅地等へ転用する申

請をする際には、きちんと農道の部分は引いて申請をするようになり



 

ます。 

４番委員    この面積の中に、農道も入っているのですか。 

事務局     入ってないです。 

事務局長    今回購入する農地が農道を取り込んでいるという認識は、譲り受け 

る●●さんにありますが、その確認を申請人からももう一度、譲受け 

る●●さんにもう一度連絡を入れて、ここには農道があるということ 

を説明していただくように、事務局のほうからはお話しさせていただ 

いております。 

９番委員    はい、分かりました。 

議長      ということは、農地法第３条のところで承認できるという要件は全

て満たしているという理解でいいのですね。 

事務局     許可要件を全て満たしていると考えます。 

議長      ということで、ほかに何かないですか。 

推７番委員   今の農道の話ですが、官地も同様のような考え方でいいのですか。 

９番委員    農道は官地です。農道や水路や町道が官地です。 

議長      それでは、ここで決を採ってもよろしいですか。 

 そういうことで、ただいまの議案第１号につきまして承認すること

にご異議ございませんか。 

（異議なし の声あり） 

 ありがとうございました。議案第１号を承認といたしたいと思いま

す。 

 続きまして、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請につ

いて事務局より説明をお願いします。 

事務局     議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

【議案第２号１番から２番について 議案書を基に朗読】 

 番号１番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明しま

す。 

 農地の区分と目的につきましては、都市計画法の用途地域内である

ことから、第３種農地であると判断しております。転用理由として露

天駐車場用地となっておりまして、まず農地の区分と目的につきまし

ては適当であると判断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は令和３年６月１日、工事

完了が令和３年１２月１日となっておりますので、転用の確実性は認

められます。資金計画ですが、土地代、造成費等で合計７４０万円と

なっており、資金証明書を添付しております。 



 

 備考といたしまして、譲受人の●●●●氏は県道善通寺多度津線沿

いの道福寺にある●●●●●●●●の取締役として勤務しています。

事業計画としては、●●●●氏が購入し会社に賃貸する計画となって

おり、業務拡張により手狭になったので営業車５台、作業車両３台が

駐車できるスペースが必要になり、申請に至りました。また、会社の

主な業種は交通安全施設工事及び建設工事です。転用理由については

１，０００平米以下のため、開発許可の協議には該当いたしません。 

 番号２番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明しま

す。 

 農地の区分と目的につきましては、都市計画法の用途地域内である

ことから、第３種農地であると判断しております。転用理由として非

農家の自己住宅となっておりまして、まず農地の区分と目的につきま

しては適当であると判断しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は令和３年６月１日、工事

完了が令和３年１２月１日となっていますので、転用の確実性は認め

られます。資金計画ですが、土地代、造成費、建築費等で合計５，３

００万円となっており、資金証明書を添付しております。転用面積に

ついては１，０００平米以下のため、開発許可の協議には該当いたし

ません。 

 以上、２件につきまして、今回の転用は集団農地を分断するもので

はないと考えられ、また被害防除計画も適切であると考えられるた

め、周辺の農地に支障はないことなどから、許可要件を全て満たして

いると考えております。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたけども、このことにつきましてご意見、

ご質問ありましたらお願いします。 

９番委員    ●●君が、地番が何とかと言ったのは何ですか。 

１２番委員   地番が●●●の●と●になっていますよね。●はどこかなと思って

確認しただけなんです。それが水路を挟んで町道が整備されていて、

その中に分筆で取り込んでるという結果でした。 

９番委員    そうだったのですね、ありがとうございます。これ、２人とも●●

となっていますが関係は何ですか。 

事務局     ●●です。 

７番委員    上が●●●●の●●●で、駐車場のほうです。下が●●●。家の前



 

へ●●●●が家を建てる予定です。それで、実際今は一枚の田んぼで

すが、その西側へ駐車場を持っていくということです。 

議長      他にないですか。ございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      ないようですので、議案の内容につきまして承認することにご異議 

       ございませんか。 

（異議なし の声あり） 

議長      ありがとうございました。異議なしということで議案第２号を承認

といたしたいと思います。 

 続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可後

の事業計画変更申請について事務局より説明をお願いします。 

事務局     議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変

更申請について。 

【議案第３号１番について 議案書を基に朗読】 

 事業計画が必要な理由としては、９区画のうち８区画は工事完了し

ていますが、１区画のみ建築工事が未了のため、２年間の工期延期の

計画変更申請が必要となります。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 説明がありましたけども、このことについてご意見、ご質問ありま

したらよろしくお願いします。 

（なし の声あり） 

議長      ありがとうございました。ご質問等がないということで、議案第３

号につきまして承認することにご異議ございませんか。 

（異議なし の声あり） 

議長      ありがとうございました。承認といたしたいと思います。 

 続きまして、議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局より説明をお

願いします。 

事務局     議案第４号をご覧ください。 

 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画になります。 

 土地所有者が香川県農地機構へ貸付けをし、香川県農地機構が右側

の欄に記されております借手へ貸付けをいたします。貸付期間につき

ましては、令和３年５月１日から令和９年４月３０日までとなってお

ります。合計といたしまして、１筆で１，１５２平米となっておりま



 

す。 

 以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしておりますので、特段問題はないかと考えます。ま

た、農業委員会の承認を得ますと、４月２２日より公告縦覧となりま

す。 

 以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたことについてご意見、ご質問よろしくお

願いします。 

 ございませんか。 

（なし の声あり） 

議長      それでは、議案第４号につきまして承認することにご異議ございま

せんか。 

（異議なし の声あり） 

議長      ありがとうございました。異議なしということで議案第４号も承認 

とします。よろしくお願いします。 

 続きまして、その他について事務局よりご説明お願いします。 

事務局長    事務局より４点ご報告させていただきます。 

 １点目は来月分の農地機構貸借案件について、２点目は令和２年度

交付金報酬について、３点目は４月提出分農振除外変更申出につい

て、４点目は水利及び土地改良区確認名簿についてです。 

事務局          【その他４点について事務局より説明】 

議長      ありがとうございました。 

 ただいま事務局よりその他で４点ほど報告させていただきましたけ

ども、この点につきまして何かご質問等ありましたらよろしくお願い

します。 

（なし の声あり） 

議長      ほかになかったら、続いて後のその他を報告お願いします。 

事務局長    引き続き、来月の予定についてご報告いたします。 

 ５月の小委員会は、１９日水曜日の午前９時から第１会議室で行い

ます。当番委員は１３番西山委員、推進委員は２番眞鍋委員にお願い

したいと思います。 

 定例会は、２０日木曜日の午前９時から第１会議室で行います。署

名委員は１４番細川委員、４番三野委員、５番横關委員のうち２名の

方にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



 

 事務局からは以上です。 

議長      ありがとうございました。 

 これでその他の報告終わったわけですけども、全体で何かご意見ご

ざいませんか。 

（なし の声あり） 

 ないようでしたら、これで４月の定例会を終了させていただきたい

と思います。ありがとうございました。 


